
　　基 幹 統 計

令　和　７　年

山口県の賃金、労働時間及び雇用の動き

―毎月勤労統計調査地方調査結果年報―

令和２年（2020年）基準

山口県



目    次  
   

＜利用に当たって＞    --------------------------------------------------------------  1 

 

＜調査結果の概要＞   

Ⅰ 事業所規模５人以上   

 １ 賃金の動き      --------------------------------------------------------------  5 

 ２ 労働時間の動き    ------------------------------------------------------------  6 

 ３ 雇用の動き      --------------------------------------------------------------  7 

 

Ⅱ 事業所規模３０人以上    

 １ 賃金の動き      --------------------------------------------------------------  8 

 ２ 労働時間の動き    ------------------------------------------------------------  9 

 ３ 雇用の動き      -------------------------------------------------------------- 10 

 ４ 賞与の動き      -------------------------------------------------------------- 11 

 

Ⅲ 事業所規模１～４人（特別調査）     --------------------------------------------- 12 

   



 

利用に当たって 

 

Ⅰ 毎月勤労統計調査地方調査                  

  この統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、都道府県別の毎月の変動を明らかにする

ことを目的として、毎月実施している。 

また、日本標準産業分類に基づく鉱業，採石業，砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・

熱供給・水道業、情報通信業、運輸業，郵便業、卸売業，小売業、金融業，保険業、不動産業，

物品賃貸業、学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サービス業、生活関連サービス業，

娯楽業、教育，学習支援業、医療，福祉、複合サービス事業及びサ－ビス業（他に分類されない

もの）に属する県内の事業所のうち、常用労働者を常時５人以上雇用する事業所の中から産業及

び規模別に無作為抽出された約７１０事業所を対象として調査を行ったものである。 

                                 

１ 用語の定義        

(１) 常用労働者について 

常用労働者とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

① 期間を定めずに雇われている者 

②１か月以上の期間を定めて雇われている者 

    □ パートタイム労働者 

      「常用労働者」のうち、次のいずれかに該当する労働者をいう。 

      ①１日の所定労働時間が一般労働者より短い者 

        ②１日の所定労働時間が一般労働者と同じで１週の所定労働日数が一般労働者より少 

ない者 

     □ 一般労働者 

      「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」でない者をいう。   

(２) 現金給与額について 

賃金、給料、手当、賞与、その他名称を問わず、労働の対価として使用者が労働者に支

払ったもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額をいう。

退職を事由に労働者に支払われる退職金は含まれない。 

    □ 現金給与総額 

      「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。 

    □ きまって支給する給与 

労働協約、就業規則等により、あらかじめ定められている支給条件、算定方法によっ

て支給される給与で、いわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。また、次の

「所定内給与」と「所定外給与（超過労働給与）」に分かれる。 

    □ 所定内給与      

「きまって支給する給与」のうち「所定外給与(超過労働給与)」を除いたものである。 

    □ 所定外給与（超過労働給与） 

「きまって支給する給与」のうち、所定の労働時間を超える労働に対して支給される

給与や、休日労働、深夜労働等に対して支給される給与のことで、時間外手当、早朝出

勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。 

□ 特別に支払われた給与 

労働協約、就業規則等によらず一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給

与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給要件、算定方法が定められている給

与で次に該当する給与 

①夏冬の賞与、期末手当等の一時金 

②支給事由の発生が不定期なもの 

③３か月を超える期間で算定される手当等（６か月分支払われる通勤手当等） 

④いわゆるベースアップの差額追給分 

(３) 出勤日数について 

調査期間中に労働者が業務のために実際に出勤した日数をいう。１時間でも就業すれば

１出勤日とする。 
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(４) 実労働時間数 

     調査期間中に労働者が実際に労働した時間数をいう。休憩時間は給与支給の有無にかか

わらず除かれる。有給休暇取得分も除かれる。 

    □ 総実労働時間数 

      「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。 

    □ 所定内労働時間数 

      労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数

をいう。 

    □ 所定外労働時間数 

  早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数をいう。 

(５) 入職（離職）率  

前月末労働者数に対する月間の入職（離職）者数の割合（％）である。なお、入職（離

職）者には、同一企業内での事業所間の異動者を含む。 

 月間の増加（減少）労働者数   

前 月 末 労 働 者 数 

(６) パートタイム労働者比率 

調査期間末常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合のことである。 

 

２ 調査結果の算定           

   この調査結果の数値は、抽出された調査事業所からの報告をもとに、本県の規模５人以上の

すべての事業所（母集団）に対応するように復元して算定したものである。 

 

Ⅱ 毎月勤労統計調査特別調査                  

  この統計調査は、毎月の調査では把握されていない常用労働者１～４人の事業所における雇用、

給与及び労働時間を明らかにして、「毎月勤労統計調査地方調査」を補完することを目的とし  

年１回実施している。 

  またこの統計調査は、抽出された調査区内にある対象事業所全てに調査を行ったものである。 

   なお、調査期日は７月３１日現在（給与締切日の定めがある場合は、７月の最終給与締切日現

在）である。 

 

 

 

１ 日本標準産業分類（第13回改訂:平成25年10月改定）に基づく集計結果を公表している。 

２ 金額、日数及び時間数は、特に表示しない限り、常用労働者の１人当たり月平均である。 

３ 前年同月(期)比は指数により算出しており、実数で計算した場合と必ずしも一致しない。ただし、所定外給与につい 

て実数により算出している。 

４ 「鉱業，採石業，砂利採取業」、「複合サービス事業」については、調査事業所数が僅少のため公表していない。ただし

、調査産業計はこれらを含めて集計している。 

５ ｢△」は減、「x」は秘匿値、「－」は集計数値がないことを示している。 

６ 統計表中の数値は四捨五入しているため、個々の数値の合計は、合計欄の数値と一致していない場合がある。 

７ 指数の基準年を平成27年から令和2年に更新し、令和2年平均が100となるように指数を改訂している。ただし、前年同月 

比は遡及改訂をしない。したがって、改訂後の指数で計算した場合と必ずしも一致しない。 

８ 旧日本産業分類（平成14年３月改定の日本標準産業分類）に基づいて作成している平成21年以前の結果との接続につい 

ては、次ページ｢毎月勤労統計調査地方調査山口県公表における表章産業一覧｣を参照のこと。 

９ 調査対象事業所のうち事業所規模30人以上事業所の抽出方法は、従来の2～3年に一度行う総入替え方式から、毎年1月分 

調査時に行う部分入替え方式に平成30年から変更した。賃金、労働時間指数とその増減率は、総入替え方式の時に行って 

いた過去に遡った改訂はしない。令和6年1月分公表時に、労働者数推計を当時利用できる最新のデータ（令和3年経済セ

ンサス－活動調査）に基づき更新（ベンチマーク更新）した。ベンチマーク更新に伴い常用雇用の前年同月比等は、過

去に遡って改訂している。賃金、労働時間及びパートタイム労働者比率の令和6年1月分以降の前年同月比等について

は、令和5年にベンチマーク更新を実施した参考値を作成し、この参考値と令和6年の値を比較することによりベンチマ

ーク更新の影響を取り除いて算出しているため、指数から算出した場合と一致しない。 

１０ 統計表は山口県統計分析課HP・山口県オープンデータカタログサイトに掲載。（毎月更新） 

URL （山口県統計分析課HP）https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/22/15950.html 

（山口県オープンデータカタログサイト）https://yamaguchi-opendata.jp/ckan/dataset/yamaguchi-iiip 

入職（離職）率＝ 

 

×１００ 

利用上の注意  

― 2 ―

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/22/15950.html
https://yamaguchi-opendata.jp/ckan/dataset/yamaguchi-iiip


旧産業との接続区分

TL ○ TL

C ◎ D

D ◎ E

E ◎ F

F ◎ G

G ▲ H

H ▲ I

I ▲ J

J ◎ K

K × L

L ×

M × M

N ×

O ▲ O

P ○ N

Q ▲ P

R × Q

E09,10 ◎ F09,10

E11 ×

E12 F13

E13 F14

E14 △ F15

E15 ◎ F16

E16,17 ×

E18 F19

E19 ◎ F20

E21 ○ F22

E22 ◎ F23

E23 F24

E24 ◎ F25

E25 F26

E26 F26

E27 F31

E28 F29

E29 F27

E30 F28

E31 ◎ F30

E32,20 F32

F21

ES1 × FS1

ES2 × FS2

ES3 FS3

I-1 △ J-1

I-2 × J-2

M75

MS

P83

PS

R91 Q80

R92 Q81

Q84

RS × QS

◎：完全に接続 △：常用労働者数の変動が1.0％以内

○：常用労働者数の変動が0.1％以内 ▲：常用労働者数の変動が3.0％以内

×：その他

　　もので、見方は以下のとおり。
　

毎月勤労統計調査地方調査山口県公表における表章産業一覧

表章産業（新産業分類　H22.1～） 平成21年以前の表章産業（旧産業分類）

大分類 調査産業計 調査産業計

鉱業,採石業,砂利採取業　※表章せず 鉱業　※表章せず

建設業 建設業

製造業 製造業

電気・ガス・熱供給・水道業 電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業 情報通信業

運輸業,郵便業 運輸業

卸売業,小売業 卸売・小売業

金融業,保険業 金融・保険業

不動産業,物品賃貸業 不動産業

学術研究,専門・技術サービス業

宿泊業,飲食サービス業 飲食店,宿泊業

生活関連サービス業,娯楽業

教育,学習支援業 教育,学習支援業

医療，福祉 医療，福祉

複合サービス事業　※表章せず 複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの） サービス業（他に分類されないもの）

木材・木製品製造業（家具を除く）　※E一括分１での表章 木材・木製品製造業（家具を除く）

家具・装備品製造業　※E一括分１での表章 家具・装備品製造業　※F一括分１での表章

パルプ・紙・紙加工品製造業 パルプ・紙・紙加工品製造業

印刷・同関連業 印刷・同関連業

化学工業、石油製品・石炭製品製造業

プラスチック製品製造業（別掲を除く）　※E一括分１での表章 プラスチック製品製造業（別掲を除く）※F一括分１での表章

ゴム製品製造業 ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業 窯業・土石製品製造業

鉄鋼業 鉄鋼業

非鉄金属製造業　※E一括分１での表章 非鉄金属製造業　※F一括分１での表章

金属製品製造業 金属製品製造業

はん用機械器具製造業　※E一括分３での表章 一般機械器具製造業

生産用機械器具製造業　※E一括分３での表章 一般機械器具製造業

業務用機械器具製造業　※E一括分３での表章 精密機械器具製造業　※F一括分１での表章

電子部品・デバイス・電子回路製造業 電子部品・デバイス製造業　※F一括分２での表章

電気機械器具製造業　※E一括分２での表章 電気機械器具製造業　※F一括分２での表章

情報通信機械器具製造業　※E一括分２での表章 情報通信機械器具製造業　※F一括分２での表章

輸送用機械器具製造業 輸送用機械器具製造業

その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業　※E一括分１での表章 その他の製造業　※F一括分１での表章

なめし革・同製品・毛皮製造業　※F一括分１での表章

E一括分１（E12､E13､E18､E23､E32､20） F一括分１(F14､F19､F21､F24､F31､F32)

E一括分２(E29､E30) F一括分２(F27､F28､F29)

E一括分３(E25､E26､E27) F一括分３　※表章せず

卸売業（Ｉ50～Ｉ55） 卸売業（J49～J54）

小売業（Ｉ56～Ｉ61） 小売業（J55～J60）

宿泊業

M一括分

医療業

P一括分

職業紹介・労働者派遣業　※表章せず 専門サービス業（他に分類されないもの）※表章せず

その他の事業サービス業　※表章せず 学術・開発研究機関　※表章せず

（注）「旧産業との接続区分」欄の、◎、○、△、▲を単純に接続。

　　　記号は、平成18年事業所・企業統計調査から把握される常用労働者数の新・旧間の変動（全国結果）を表した

娯楽業　※表章せず

R一括分　※大分類と重複のため表章せず Q一括分

中分類 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業

繊維工業
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調 査 結 果 の 概 要



 １　賃金の動き
　（１）調査産業計

　（２）産業別賃金

表１　賃金等の動き　（調査産業計）

図１　産業別現金給与総額

　令和7年の1人平均月間現金給与総額は、319,347円で、前年比 3.6％増であった。
　実質賃金指数（注)1）は、96.6（令和2年＝100）で、前年比 0.1％増であった。
　現金給与総額を全国平均と比較してみると、実額で 36,594円下回り、全国平均の
89.7％であった。

　     注)２  消費者物価指数は、総務省で公表している消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の山口市と

産業別に現金給与総額をみると、電気・ガス・熱供給・水道業が 617,003円で最も高
く、以下、金融業，保険業 487,010円、製造業 446,856円と続き、宿泊業，飲食サービス
業の 118,651円が最も低くなっている。

 (図１）

（指数：令和2年平均＝１００）

　　　　　　  全国の値を掲載している。

Ⅰ　事業所規模５人以上

×100
名 目 賃 金 指 数

消 費 者 物 価 指 数
　　　 注)１　実質賃金指数＝

（表１）

　つぎに、現金給与総額をきまって支給する給与と特別に支払われた給与に分けてみる
と、きまって支給する給与は、260,002円で、前年比 3.0％増であった。特別に支払われた
給与は、59,345円で前年差 3,347円増であった。

（図１）

実　額 指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比 実　額 指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比
円 ％ ％ ％ 円 ％ ％ ％

令和2年平均  289 717 100.0 1.8 100.0 1.4 100.0 0.3  318 405 100.0 △ 1.2 100.0 △ 1.2 100.0 0.0

3年  296 968 102.5 2.6 102.3 2.3 100.2 0.2  319 461 100.3 0.3 100.6 0.6 99.7 △ 0.3

4年 303 623 104.7 2.1 101.4 △ 0.9 103.3 3.1  325 817 102.3 2.0 99.6 △ 1.0 102.7 3.0

5年 299 768 103.4 △ 1.2 96.6 △ 4.7 107.0 3.6  329 777 103.5 1.2 97.1 △ 2.5 106.6 3.8

6年 308 319 106.4 2.2 96.5 △ 0.8 110.3 3.1  347 994 109.2 2.8 99.3 △ 0.3 110.0 3.2

7年 319 347 110.2 3.6 96.6 0.1 114.1 3.5  355 941 111.7 2.3 98.0 △ 1.3 114.0 3.7

区　分
現 金 給 与 総 額

消費者物価(注)2)

山 口 県

実質賃金実質賃金
現 金 給 与 総 額

名 目 賃 金

全　　　　　国　

消費者物価(注)2)
名 目 賃 金

236009

253800

273408

150941

111683

330537

286145

374795

205109

275313

315802

465599

347108

341090

260002

48187

50773

80459

13299

6968

114411

72421

112215

38979

43980

76596

151404

99748

72822

59345

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

サービス業 （他に分類されないもの）

医療，福祉

教育，学習支援業

生活関連サービス業，娯楽業

宿泊業，飲食サービス業

学術研究，専門・技術サービス業

不動産業，物品賃貸業

金融業，保険業

卸売業，小売業

運輸業，郵便業

情報通信業

電気・ガス・熱供給・水道業

製造業

建設業

調査産業計 きまって支給する給与

特別に支払われた給与
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　（３）男女別賃金

表２　産業別、男女別賃金 図２　産業別、男女別賃金

２　労働時間の動き
　（１）調査産業計

表３　労働時間等の動き　（調査産業計）

　（２）産業別労働時間

（表２、図２）

　男女別に現金給与総額をみると、調査産業計では男 407,976円、女 221,995円となって
おり、女の賃金は男の 54.4％であった。
  産業別に男女の格差をみると、電気・ガス・熱供給・水道業が 80.5％と最も小さく、卸
売業，小売業が 45.9％で最も大きくなっている。

　令和7年の1人平均月間総実労働時間は、136.0時間で前年比 0.4％減であった。
　総実労働時間を所定内と所定外に分けてみると、所定内労働時間は、127.1時間で、前年
比 0.5％減であった。所定外労働時間は、8.9時間で、前年比 1.8％増であった。
　労働時間を全国平均と比較してみると、総実労働時間で 0.9時間、所定内労働時間で
1.8時間長くなっており、所定外労働時間で 0.9時間短くなっている。
　出勤日数（１人平均月間）は 17.8日で、前年差 0.2日減であった。

　産業別に総実労働時間をみると、運輸業，郵便業が 174.8時間で最も長く、宿泊業，飲
食サービス業が 87.7時間で最も短くなっている。
　前年比でみると、情報通信業（8.5％増）、運輸業，郵便業（6.5％増）、サービス業
（他に分類されないもの）（1.6％増）等で増加となり、生活関連サービス業，娯楽業
（9.4％減）等で減少となった。

（表３）

男 女
円 円 ％

調 査 産 業 計 407 976 221 995 54.4

建 設 業 435 859 293 725 67.4

製 造 業  507 004  257 830 50.9

電気・ガス・熱供給・水道業 633 189 509 939 80.5

情 報 通 信 業 454 607 293 513 64.6

運 輸 業 ， 郵 便 業 345 047 234 349 67.9

卸 売 業 ， 小 売 業 346 922 159 254 45.9

金 融 業 ， 保 険 業 671 192 352 596 52.5

不動産業，物品賃貸業 457 863 246 241 53.8

学術研究，専門・技術サービス業 523 699 292 627 55.9

宿泊業，飲食サービス業 142 194 106 392 74.8

生活関連サービス業，娯楽業 200 532 131 006 65.3

教 育 ， 学 習 支 援 業 401 619 313 246 78.0

医 療 ， 福 祉 408 122 271 848 66.6

サービス業（他に分類されないもの） 350 604 179 869 51.3

男を100と
した女の額
の割合

現金給与総額
産    業

時間 前年比(％) 時間 前年比(％) 時間 前年比(％) 日 前年差(日) 時間 前年比(％) 時間 前年比(％) 時間 前年比(％) 日 前年差(日)

令和2年平均 138.2 △ 2.9 128.9 △ 2.2 9.3 △ 11.2 18.2 △ 0.3 135.1 △ 2.8 125.9 △ 2.0 9.2 △ 13.2 17.7 △ 0.3

3年 140.0 1.4 130.2 1.1 9.8 5.1 18.5 0.3 136.1 0.6 126.4 0.4 9.7 5.1 17.7 0.0

4年 139.7 △ 0.2 129.5 △ 0.6 10.2 4.4 18.3 △ 0.2 136.1 0.1 126.0 △ 0.3 10.1 4.6 17.6 △ 0.1

5年 137.3 △ 1.8 128.3 △ 1.0 9.0 △ 12.2 18.4 0.1 136.3 0.1 126.3 0.2 10.0 △ 0.9 17.6 0.0

6年 136.5 △ 0.9 127.8 △ 0.8 8.7 △ 3.1 18.0 △ 0.4 136.9 △ 1.0 126.9 △ 0.9 10.0 △ 2.7 17.7 0.1

7年 136.0 △ 0.4 127.1 △ 0.5 8.9 1.8 17.8 △ 0.2 135.1 △ 1.4 125.3 △ 1.3 9.8 △ 2.5 17.4 △ 0.3

出勤日数

山　　口　　県 全　　　　国

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間
区分

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数

0 400 800

サービス業 （他に分類されないもの）

医療，福祉

教育，学習支援業

生活関連サービス業，娯楽業

宿泊業，飲食サービス業

学術研究，専門・技術サービス業

不動産業，物品賃貸業

金融業，保険業

卸売業，小売業

運輸業，郵便業

情報通信業

電気・ガス・熱供給・水道業

製造業

建設業

調査産業計

千円

男
女
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　（３）男女別労働時間

　（４）年間労働時間

                                                                                    （表４）

表４　産業別年間労働時間 （単位：時間）

注）　年平均の月間労働時間を12倍したものである。

３　雇用の動き
　（１）調査産業計

　（２）産業別雇用

　（３）パートタイム労働者比率

　（４）労働異動

調査産業計で常用労働者の異動状況をみると、入職率 1.77％、離職率 1.83％と、0.06
ポイントの離職超過であった。

産業別にみると、宿泊業，飲食サービス業（0.60ポイント）、生活関連サービス業,娯楽
業（0.49ポイント）等で入職超過となり、医療,福祉（0.52ポイント）、情報通信業（0.47
ポイント）等で離職超過となっている。

常用労働者に占めるパートタイム労働者の比率は、33.7％（男 18.4％、女 50.6％）で
あった。

産業別にみると、宿泊業，飲食サービス業が 81.2％で最も高く、電気・ガス・熱供給・
水道業が 3.7％で最も低くなっている。

男女別に総実労働時間をみると、調査産業計の総実労働時間は、男 152.1時間、女
118.4時間であった。
　所定外労働時間では、男 12.9時間、女 4.5時間であった。

（表４）

　令和7年の常用労働者数は、482,878人（年平均）で、前年比 0.7％減であった。

産業別に常用雇用の動きを前年比でみると、宿泊業，飲食サービス業（7.0％増）、サー
ビス業（他に分類されないもの）（3.1％増）等で増加となり、医療,福祉（4.5％減）、建
設業（4.2％減）等で減少となった。

　年間総実労働時間は、調査産業計では 1,632時間で、前年より 6時間短く、全国平均と
比較すると 11時間長くなっている。
　産業別にみると、運輸業，郵便業が 2,098時間で最も長く、宿泊業，飲食サービス業が
1,052時間で最も短くなっている。

令和6年 令和7年 令和6年 令和7年 令和6年 令和7年 令和6年 令和7年

調 査 産 業 計 1 638 1 632 1 534 1,525 1 643 1 621 1 523 1 504

建 設 業 1 952 1 949 1 838 1,849 1 938 1 918 1 786 1 764

製 造 業 1 890 1 901 1 715 1,724 1 877 1 866 1 718 1 705

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 1 763 1 740 1 634 1,584 1 864 1 859 1 674 1 663

情 報 通 信 業 1 678 1 818 1 598 1,702 1 888 1 883 1 698 1 693

運 輸 業 ， 郵 便 業 1 972 2 098 1 734 1,822 1 990 1 932 1 729 1 685

卸 売 業 ， 小 売 業 1 489 1 486 1 428 1,420 1 541 1 522 1 456 1 438

金 融 業 ， 保 険 業 1 784 1 728 1 672 1,625 1 769 1 745 1 614 1 596

不動産業 ，物品賃貸業 1 805 1 750 1 656 1,644 1 800 1 776 1 656 1 633
学術研究 ，専門 ・技術サービス業 1 861 1 746 1 727 1,634 1 842 1 807 1 681 1 654

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 1 082 1 052 1 038 1,010 1 063 1 056 1 001  994

生活関連サービス業，娯楽業 1 439 1 301 1 324 1,219 1 457 1 458 1 381 1 378

教 育 ， 学 習 支 援 業 1 462 1 376 1 338 1,267 1 513 1 468 1 375 1 345

医 療 ， 福 祉 1 573 1 580 1 528 1,523 1 556 1 541 1 496 1 482
サービス業（他に分類されないもの） 1 692 1 718 1 589 1,625 1 658 1 637 1 532 1 516

産　　業

全　　　　　国山　　口　　県

年間総実労働時間 年間所定内労働時間 年間総実労働時間 年間所定内労働時間
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 １　賃金の動き
　（１）調査産業計

　（２）産業別賃金

表５　賃金等の動き　（調査産業計） （指数：令和2年平均＝１００）

図３　産業別現金給与総額

Ⅱ　事業所規模３０人以上

名 目 賃 金 指 数

産業別に現金給与総額をみると、電気・ガス・熱供給・水道業が 643,113円で最も高く、
以下、学術研究，専門・技術サービス業 512,847円、製造業 477,403円、と続き、宿泊業，
飲食サービス業の 130,319円が最も低くなっている。

 (図３）

　令和7年の1人平均月間現金給与総額は、354,102円で、前年比 3.3％増であった。
　実質賃金指数（注)1）は、97.4（令和2年＝100）で、前年比 0.1％減であった。
　現金給与総額を全国平均と比較してみると、実額で 53,933円下回り、全国平均の 86.8％
であった。

　            全国の値を掲載している。

       注)２  消費者物価指数は、総務省で公表している消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の山口市と

消費者物価指数

（表５）

つぎに、現金給与総額をきまって支給する給与と特別に支払われた給与に分けてみると、
きまって支給する給与は、284,505円で、前年比 3.6％増であった。特別に支払われた給与
は、69,597円で、前年差 1,340円増であった。

（図３）

　　　 注)１　実質賃金指数＝ ×100
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サービス業 （他に分類されないもの）

医療，福祉

教育，学習支援業

生活関連サービス業，娯楽業

宿泊業，飲食サービス業

学術研究，専門・技術サービス業

不動産業，物品賃貸業

金融業，保険業

卸売業，小売業

運輸業，郵便業

情報通信業

電気・ガス・熱供給・水道業

製造業

建設業

調査産業計 きまって支給する給与
特別に支払われた給与

円

実　額 指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比 実　額 指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比
円 ％ ％ ％ 円 ％ ％ ％

令和2年平均  318 951 100.0 △ 1.1 100.0 △ 1.3 100.0 0.3 365 100 100.0 △ 1.7 100.0 △ 1.7 100.0 0.0

3年  338 908 106.2 6.3 106.0 6.0 100.2 0.2 368 493 100.9 1.0 101.2 1.2 99.7 △ 0.3

4年 344 272 107.8 1.5 104.4 △ 1.5 103.3 3.1 379 732 104.0 3.1 101.3 0.1 102.7 3.0

5年 343 663 107.7 △ 0.1 100.7 △ 3.5 107.0 3.6  386 982 105.9 1.8 99.3 △ 2.0 106.6 3.8

6年 342 947 107.5 1.5 97.5 △ 1.5 110.3 3.1 397 789 108.9 3.3 99.0 0.1 110.0 3.2

7年 354 102 111.1 3.3 97.4 △ 0.1 114.1 3.5 408 035 111.7 2.6 98.0 △ 1.0 114.0 3.7

名 目 賃 金
消費者物価(注)2)

実質賃金
現 金 給 与 総 額

消費者物価(注)2)
実質賃金名 目 賃 金

区　分

山 口 県
現 金 給 与 総 額

全　　　　　国　
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　（３）男女別賃金

表６　産業別、男女別賃金 図４　産業別、男女別賃金

２　労働時間の動き
　（１）調査産業計

表７　労働時間等の動き　（調査産業計）

　（２）産業別労働時間

（表７）

　産業別に男女の格差をみると、教育，学習支援業が 76.0％と最も小さく、サービス業
（他に分類されないもの）が 46.1％で最も大きくなっている。

（表６、図４）

産業別に総実労働時間をみると、運輸業，郵便業が 180.0時間で最も長く、宿泊業，飲食
サービス業が 91.4時間で最も短くなっている。

前年比でみると、宿泊業，飲食サービス業（9.2％増）、運輸業，郵便業（6.1％増）等で
増加となり、生活関連サービス業，娯楽業（16.0％減）、不動産業，物品賃貸業（13.3％
減）等で減少となった。

男女別に現金給与総額をみると、調査産業計では男 447,649円、女 240,902円となってお
り、女の賃金は男の 53.8％であった。

　令和7年の1人平均月間総実労働時間は、140.4時間で前年比 0.0％横ばいであった。
総実労働時間を所定内と所定外に分けてみると、所定内労働時間は、129.5時間で、前年

比 0.4％減、所定外労働時間は、10.9時間で、前年比 4.9％増であった。
労働時間を全国平均と比較してみると、総実労働時間で 0.7時間、所定内労働時間で 0.1

時間、所定外労働時間で0.6時間短くなっている。
　出勤日数（1人平均月間）は 17.8日で、前年差 0.3日減であった。

男 女
円 円 ％

調 査 産 業 計 447 649 240 902 53.8

建 設 業 494 053 313 537 63.5

製 造 業  536 131  273 503 51.0

電気・ガス・熱供給・水道業 662 656 452 754 68.3

情 報 通 信 業 511 439 320 759 62.7

運 輸 業 ， 郵 便 業 366 025 248 956 68.0

卸 売 業 ， 小 売 業 339 389 157 529 46.4

金 融 業 ， 保 険 業 599 112 323 122 53.9

不動産業，物品賃貸業 346 050 229 058 66.2

学術研究，専門・技術サービス業 549 335 371 027 67.5

宿泊業，飲食サービス業 161 471 112 322 69.6

生活関連サービス業，娯楽業 188 793 133 031 70.5

教 育 ， 学 習 支 援 業 346 981 263 646 76.0

医 療 ， 福 祉 468 212 310 827 66.4

サービス業（他に分類されないもの） 330 198 152 206 46.1

産    業
現金給与総額 男を100と

した女の額
の割合

時間 前年比(％) 時間 前年比(％) 時間 前年比(％) 日 前年差(日) 時間 前年比(％) 時間 前年比(％) 時間 前年比(％) 日 前年差(日)

令和2年平均 142.2 △ 3.6 131.5 △ 2.8 10.7 △ 13.4 18.2 △ 0.4 140.4 △ 2.8 129.6 △ 1.7 10.8 △ 13.1 17.9 △ 0.3

3年 145.6 2.4 134.0 1.9 11.6 8.4 18.6 0.4 142.4 1.4 130.8 0.8 11.6 7.4 18.0 0.1

4年 144.2 △ 0.9 132.5 △ 1.1 11.7 1.1 18.4 △ 0.2 143.2 0.6 131.0 0.2 12.2 5.2 17.9 △ 0.1

5年 142.5 △ 1.3 132.1 △ 0.4 10.4 △ 11.1 18.5 0.1 143.8 0.4 131.7 0.5 12.1 △ 1.2 18.0 0.1

6年 140.4 △ 0.9 130.0 △ 1.1 10.4 1.4 18.1 △ 0.4 142.8 △ 0.8 131.1 △ 0.6 11.7 △ 2.6 17.9 △ 0.1

7年 140.4 0.0 129.5 △ 0.4 10.9 4.9 17.8 △ 0.3 141.1 △ 1.3 129.6 △ 1.2 11.5 △ 1.8 17.8 △ 0.1

所定外労働時間 出勤日数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数
区分

山　　口　　県 全　　　　国
総実労働時間 所定内労働時間

0 200 400 600

サービス業 （他に分類されないもの）

医療，福祉

教育，学習支援業

生活関連サービス業，娯楽業

宿泊業，飲食サービス業

学術研究，専門・技術サービス業

不動産業，物品賃貸業

金融業，保険業

卸売業，小売業

運輸業，郵便業

情報通信業

電気・ガス・熱供給・水道業

製造業

建設業

調査産業計

千円

男

女
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　（３）男女別労働時間

　（４）年間労働時間

                                                                                    （表４）

表８　産業別年間労働時間 （単位：時間）

注）　年平均の月間労働時間を12倍したものである。

３　雇用の動き
　（１）調査産業計

　（２）産業別雇用

　（３）パートタイム労働者比率

　（４）労働異動

年間総実労働時間は、調査産業計では 1,685時間で、前年と同様であり、全国平均と比較
すると 8時間短くなっている。

産業別にみると、運輸業，郵便業が 2,160時間で最も長く、宿泊業，飲食サービス業が
1,097時間で最も短くなっている。

常用労働者に占めるパートタイム労働者の比率は、29.6％（男 15.6％、女 46.5％）で
あった。

産業別にみると、宿泊業，飲食サービス業が 77.9％で最も高く、建設業が 2.0％で最も
低くなっている。

（表８）

　令和7年の常用労働者数は、271,017人（年平均）で、前年比 2.0％減であった。

男女別に総実労働時間をみると、調査産業計の総実労働時間は、男 154.6時間、女 123.5
時間であった。
　所定外労働時間では、男 15.6時間、女 5.4時間であった。

産業別に常用雇用の動きを前年比でみると、宿泊業,飲食サービス業（9.7％増）、生活関
連サービス業,娯楽業（6.3％増）等で増加、建設業（11.0％減）、医療,福祉（8.5％減）等
で減少となった。

調査産業計で常用労働者の異動状況をみると、入職率 1.58％、離職率 1.82％と、0.24ポ
イントの離職超過であった。

産業別にみると、生活関連サービス業,娯楽業(0.64ポイント)、運輸業,郵便業（0.30ポイ
ント）等で入職超過となり、医療,福祉（0.97ポイント）、不動産業,物品賃貸業（0.59ポイ
ント）等で離職超過となっている。

令和6年 令和7年 令和6年 令和7年 令和6年 令和7年 令和6年 令和7年

調 査 産 業 計 1 685 1 685 1 560 1 554 1 714 1,693 1 573 1 555

建 設 業 2 048 1 970 1 818 1 836 1 943 1,930 1 748 1 735

製 造 業 1 909 1 913 1 721 1 721 1 902 1,890 1 727 1 712
電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 1 814 1 771 1 646 1 568 1 892 1,882 1 680 1 658

情 報 通 信 業 1 865 1 807 1 786 1 693 1 889 1,884 1 691 1 687

運 輸 業 ， 郵 便 業 2 038 2 160 1 783 1 850 1 957 1,909 1 698 1 662

卸 売 業 ， 小 売 業 1 404 1 466 1 343 1 396 1 584 1,579 1 492 1 484

金 融 業 ， 保 険 業 1 789 1 709 1 664 1 639 1 786 1,772 1 602 1 595

不動産業 ，物品賃貸業 1 960 1 699 1 777 1 584 1 788 1,745 1 645 1 598
学術研究 ，専門 ・技術サービス業 1 956 1 889 1 766 1 735 1 879 1,852 1 698 1 678

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 1 004 1 097  955 1 030 1 225 1,184 1 141 1 104
生活関連サービス業，娯楽業 1 327 1 115 1 262 1 074 1 448 1,422 1 363 1 328

教 育 ， 学 習 支 援 業 1 322 1 224 1 220 1 174 1 584 1,529 1 424 1 390

医 療 ， 福 祉 1 654 1 660 1 602 1 584 1 645 1,634 1 574 1 564
サービス業（他に分類されないもの） 1 591 1 540 1 486 1 427 1 628 1,608 1 501 1 486

産　　業

山　　口　　県 全　　　　　国

年間総実労働時間 年間所定内労働時間 年間総実労働時間 年間所定内労働時間
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４　賞与の動き

      

（表９）
表９　賞与の支給状況 

注）１　夏季賞与は令和7年6～8月分、年末賞与は令和7年11月～令和8年1月分から集計したものである。

  　２  夏季・年末賞与の支給を行った事業所規模30人以上を集計対象として算出している。

　　３　平均支給率は、賞与の所定内給与に対する割合を平均したものである。

　　　

　調査産業計で令和7年の夏季賞与をみると、１人平均 420,134円、前年同期比 4.2％増で
あり、年末賞与は、１人平均 414,847円、前年同期比 0.7％増であった。
　平均支給率は、夏季 1.23か月、年末 1.22か月であった。

産業別にみると、夏季賞与は、電気・ガス・熱供給・水道業（816,251円、1.95か月）で
最も高く、以下、学術研究，専門・技術サービス業（722,514円、2.14か月）と続き、宿泊
業，飲食サービス業(61,658円、0.46か月）が最も低くなっている。

また、年末賞与では、電気・ガス・熱供給・水道業（836,170円、2.03か月）で最も高
く、以下、学術研究，専門・技術サービス業(749,872円、2.21か月)と続き、宿泊業，飲食
サービス業(74,145円、0.43か月)が最も低くなっている。

支給額 前年同期比 平均支給率 支給額 前年同期比 平均支給率

円 ％ か月 円 ％ か月

420 134 4.2 1.23 414 847 0.7 1.22

711 580 △ 19.2 1.98 544 820 △ 27.2 1.54

657 166 0.6 1.45 671 207 △ 0.9 1.52

816 251 3.3 1.95 836 170 4.5 2.03

 598 822 △ 8.2 1.73 643 386 29.8 2.13

334 063 △ 4.9 1.50 334 805 △ 5.8 1.50

153 673 7.8 0.76 156 864 0.7 0.76

630 208 11.1 1.96 676 583 △ 3.6 1.86

243 264 △ 25.4 0.94 344 509 12.2 1.45

722 514 △ 8.4 2.14 749 872 △ 5.7 2.21

61 658 30.4 0.46 74 145 27.9 0.43

119 652 6.6 0.87 100 778 △ 25.8 0.80

417 810 11.3 1.44 422 490 15.0 1.65

372 493 29.9 1.38 378 485 22.7 1.31

201 630 △ 0.5 0.87 190 449 6.6 0.86

全 国 調 査 産 業 計 496 889 3.8 1.25 490 695 2.6 1.31

生活関連サービス業，娯楽業

調 査 産 業 計

夏　季　賞　与

建 設 業

年　末　賞　与

情 報 通 信 業

宿泊業，飲食サービス業

学術研究，専門・技術サービス業

医 療 ， 福 祉

教 育 ， 学 習 支 援 業

産　　　　　業

サービス業 （ 他 に 分 類さ れな いも の）

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

製 造 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業
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1  賃金
　（１）きまって支給する現金給与額

　（２）特別に支払われた現金給与額

２  出勤日数と労働時間数
　（１）出勤日数

　（２）通常日１日の実労働時間数

３  常用労働者数
　　

 

毎月勤労統計調査特別調査山口県結果

円 円 日 時間 人

注) 1 特別調査は、常用労働者１～４人の事業所を対象に、毎年７月末日を基準日として行う全国調査である。

2 「区分」欄は、日本標準産業分類（平成２５年１０月改定）に基づく１６大産業(「鉱業，採石業，砂利採取業」、
　「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，
　小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，
　飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」（その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く）、
　「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」（外
　国公務を除く））のうち主な産業を掲げている。

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

215 585

2 121

2 064

1 402

医 療 ， 福 祉

72 511

6.4

19.3

19.0

6.3

297 779

21.4

21.0

183 192

1 584 319

14.5

19.5

19.4

6.8

328 619

201 689卸 売 業 , 小 売 業

72 188

　毎月勤労統計調査特別調査の結果（令和７年・山口県分）

全国（調査産業計）

　　　　　　　　　　　　　　　2026 (令和8) 年1月26日　厚生労働省公表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「2025 (令和7) 年毎月勤労統計調査特別調査の概況」より抜粋

Ⅲ　事業所規模１～４人（特別調査）

8 020

310 784

1 069

153 011

宿泊業,飲食サービス業 4.641 488

製 造 業 479 392 7.5

6.9

2 348

6.318.5

263 340

男 20.9551 918

285 457 489 139

する現金給与額

280 074

158 192 230 244

　令和7年7月における通常日1日の実労働時間数は 6.8時間で、前年差 0.1時間増で
あった。男女別にみると、男は 7.6時間で前年差 0.2時間増、女は 6.3時間で前年と
差は無かった。

れた現金給与額

23 132

女

19.5調 査 産 業 計 206 827 358 473

7.6

7.5

9 230

13 901

建 設 業

6.8

　令和7年7月における月間きまって支給する現金給与額は 206,827円で、前年比9.2％
増であった。男女別にみると、男は 280,074円で前年比 3.9％増、女は158,192円で前
年比 10.6％増であった。
　主な産業についてみると、建設業は 285,457円、製造業は 263,340円、卸売業, 小
売業は 201,689円、宿泊業,飲食サービス業は 72,188円、生活関連サービス業,娯楽業
は 153,011円、医療,福祉は 183,192円であった。

　令和6年8月1日から令和7年7月31日までの１年間、勤続1年以上の常用労働者を対象
に算出した特別に支払われた現金給与額は、358,473円で、前年比 7.4％増であった。
男女別にみると、男は 551,918円で前年比 4.4％増、女は 230,244円で前年比 5.0％
増であった。
　主な産業についてみると、建設業は 489,139円、製造業は 479,392円、卸売業,小売
業は 297,779円、宿泊業,飲食サービス業は 41,488円、生活関連サービス業,娯楽業は
72,511円、医療,福祉は 328,619円であった。

　令和7年7月における出勤日数は 19.5日で、前年差 1.0日増であった。男女別にみる
と、男は 20.9日で前年差 0.6日増、女は 18.5日で前年差 1.1日増であった。

　令和7年7月末現在在籍している常用労働者数は 23,132人であった。男女別にみる
と、男は 9,230人、女は 13,901人であった。

区　　分
き ま っ て 支 給 特 別 に 支 払 わ

出勤日数
通常日１日の
実労働時間数

常用労働者数

― 12 ―



  令和８年５月発行

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/22/15950.html
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